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　本市では、平成28年（2016年）に改定した「宇部市都市計画マスタープラン」と平成31年（2019年）
に策定した「宇部市立地適正化計画」に基づきコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを推進し
ています。
　両計画はいずれも令和７年度（2025年度）に目標年次を迎えましたが、重複する内容や相互に関連す
る内容も多いことから、両計画の改定を一体的に進め、都市計画マスタープランによる長期的なビジョ
ンと、立地適正化計画による具体的なアクションプランを連携させた、新たな『未来共創型コンパクトシ
ティ推進計画』を策定しました。
　計画の推進に向けては、行政だけでなく、市民の皆様をはじめ、企業・団体、教育機関など、多様な主
体が連携する「共創」の考え方を基に取組を進めていきます。

１ はじめに

○ 都市の将来像や都市づくりの目標を明らかにします
○ 土地利用や市が決定する都市計画の指針となります
○ 個別の都市計画の相互調整を図ります
○ 市民の都市づくりへの参加意識を高めます

都市計画マスタープランの役割

立地適正化計画の役割
　市町村が都市計画区域内において都市機能や居住を誘導する具体的な区域を設定し、これらを長期的
な視点で適切に誘導するための施策などを定めるもので、主に以下の内容を示します。
○ 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
○ 都市機能誘導区域及び誘導施設
○ 居住誘導区域
○ 誘導施策
○ 防災指針

1.1 都市計画マスタープランと立地適正化計画の目的

1.2 計画の位置づけ

宇部市
宇部市総合計画

県
山口県都市計画区域マスタープラン

上 位 計 画

関連計画
○ 人口ビジョン
○ まち・ひと・しごと創生総合戦略
○ 地域公共交通計画
○ 環境基本計画
○ 公共施設等総合管理計画
○ 中心市街地活性化基本計画
○ 景観計画
○ 地域ふくしプラン
○ 国土強靭化地域計画　　　　　等

○ にぎわいエコまち計画

連携

一部継承

宇部市都市計画マスタープラン

防災指針
居住誘導区域における防災・減災対策をま
とめた指針

都市機能と居住の維持・誘導に係る具体的な方針・
区域・施策をまとめた実行計画

宇部市立地適正化計画

即す

高度化版
都市計画に関する基本的な方針

未来共創型コンパクトシティ推進計画
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1.3 対象区域と目標年次

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

総合計画

都市計画マスタープラン
●策定 目標●

立地適正化計画
●策定 目標●

基本構想

前期 後期実行計画

●評価・検証

目標年次　　令和17年（2035年）

　都市計画マスタープランは都市計画の指針であり、対象区域は都市計画区域を基本としていますが、本
計画では、市域全体の一体的かつ総合的な都市づくりを推進することを目的として、都市計画区域外を含
む市域全域を対象とします。
　また、立地適正化計画の対象区域については、都市再生特別措置法第81条により都市計画区域内と定
められており、都市全体を見渡す観点から都市計画区域全域を対象とします。

（1）対象区域

　都市計画マスタープラン及び立地適正化計画は、いずれも長期的な都市の在り方を定める計画であるこ
とから、計画策定から20年後のまちの姿を展望しつつ、概ね10年後の令和17年（2035年）を目標年次
とします。
　なお、立地適正化計画については、概ね５年ごとに施策・事業の実施状況に関する調査及び評価を行い、
計画の進捗や妥当性を検証・精査します。

（2）目標年次

1.4 改定の視点

上位計画等との整合視点1

人口減少・少子高齢化社会への対応視点2

実効性の高い計画として取組の質の向上視点3

頻発・激甚化する自然災害への対応視点4

様々な社会情勢の変化視点5

　社会環境の変化等を踏まえ、以下に掲げる視点を中心に改定を行います。
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2.1 将来都市構造

２ 本市が目指す都市づくり

　人口減少がさらに進むと、市街地の人口密度は一層低下し、一定の人口集積によって支えられてきた
医療・商業施設などの生活利便施設や、鉄道・バスなどの公共交通サービスの提供が困難となり、市民の
日常生活に深刻な支障が生じる可能性があります。
　利便性の高い集約型の都市づくりへの転換を図り、都市が集約化されることで、外出機会や歩行量の
増加が見込まれ、市民の健康増進や医療費の抑制などにもつながります。
　そのような考えのもと、本市では立地適正化計画を通じて、長期的な視点でコンパクト・プラス・ネッ
トワークの実現を目指します。

（1）コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けた基本的な考え方

（2）将来都市構造図
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2.2 本市が目指す都市の将来像

　本市の都市の将来像は、「第五次宇部市総合計画」で掲げる将来都市像と合わせて設定します。
（1）都市の将来像

ひとが輝き　交流ひろがる　わたしたちの宇
ま ち

部
～共存同栄の精

こ こ ろ

神を未来につないで～

（2）将来人口
　本計画では、「宇部市人口ビジョン」における「施策を講じた場合」の将来展望人口を踏まえ、令和17
年（2035年）の目標人口を143,000人とします。

資料：宇部市人口ビジョン（2025年）

令和17年（2035年）目標人口 143,000人

　都市の将来像の実現に向けて、都市づくりの目標を以下のように設定します。
（3）都市づくりの目標

ひとが輝く活力に満ちた「安心・安全な都市づくり」基本目標1

人・モノ・情報の交流がひろがる「拠点の個性を引き出した都市づくり」基本目標2

宇部らしい環境を守り育てる「持続可能な都市づくり」基本目標3

多様な主体が共創し「未来につなぐ都市づくり」基本目標4
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基本目標

基本目標1
ひとが輝く活力に

満ちた
「安心・安全な

都市づくり」

基本目標2
人・モノ・情報の
交流がひろがる

「拠点の個性を引き
出した都市づくり」

基本目標3
宇部らしい環境を
守り育てる

「持続可能な
都市づくり」

基本目標4
多様な主体が
共創し

「未来につなぐ
都市づくり」

　全体構想は、本市の都市づくりにおける基本的な方向性を示すものであり、都市計画に関わる様々な分
野の方針を総合的に整理する役割を担います。

3.1 全体構想の体系

３ 全体構想

都市づくりの方針 方　　策
方
針
１
災害に強い都市をつくる
（防災・減災）

①事前防災・減災の推進
②防災機能の強化
③災害に強い基盤施設の整備

方
針
２
効果的・効率的な都市基
盤を形成する（インフラ）

①道路ネットワークの構築
②老朽施設の適切な維持管理・更新
③安全・安心な生活環境の確保

方
針
３
活力に満ちた強い産業を
育てる（産業力強化）

①地元産業の継続・強化
②成長産業の創出・育成
③持続可能な農林水産業への転換

方
針
１

都市・地域拠点への機能
集約と空間の質の向上を
図る（都市機能誘導）

①都市拠点への都市機能の集約
②地域拠点にふさわしい都市機能の集約

方
針
２
持続可能で健康な暮らし
を実現する（居住誘導）

①居住誘導区域への居住の誘導
②ウェルビーイングなまちづくりの推進

方
針
３

利便性の高い交通ネット
ワークを実現する
（交通ネットワーク）

①�都市づくりと連携した持続可能な公共
交通体系の形成
②地域内交通の維持・確保

方
針
１

カーボンニュートラルと
循環型社会を推進する
（地球環境）

①地球環境に配慮した暮らしの実現
②良好な生活環境の形成
③限りある資源の有効利用

方
針
２
緑と花と彫刻が彩る景観
をつくる（景観形成）

①特色ある景観の創出
②市街地の緑化の推進・保全

方
針
３
地域資源を守り育てる
（自然・歴史環境）

①山間部や丘陵地等の自然環境の保全
②歴史資源の保全・活用

方
針
１

都市の既存ストックを活
かす
（都市のストック活用）

①�地域資源としての空き家・空き地の利
活用
②公共施設の計画的なマネジメント

方
針
２
若者の活躍の場を創出す
る（こども・若者）

①子育て環境の充実
②若者が活躍できる社会環境の整備

方
針
３

地域のポテンシャルを活
かした土地利用を推進す
る（土地利用）

コンパクト・プラス・ネットワークの実
現を目指し、計画的な土地利用を推進

将来像

ひ
と
が
輝
き
　
交
流
ひ
ろ
が
る
　
わ
た
し
た
ち
の
宇ま

ち部

�

～
共
存
同
栄
の
精こ

こ
ろ神
を
未
来
に
つ
な
い
で
～
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４ 地域別構想
　地域別構想では、地域ごとの特性や課題に応じて、具体的なまちづくりの方針を示します。

（1）中央地域のまちづくりの方針

（2）西部地域のまちづくりの方針









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（3）東部地域のまちづくりの方針



（4）北部地域のまちづくりの方針





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５ 立地適正化計画
5.1 立地適正化計画の実施方針

≪立地適正化計画の実施方針（ターゲット）≫

≪都市計画マスタープランの将来都市構造の基本的方向≫

≪まちづくり方針（ストーリー）≫

にぎわい・安心・利便性の高い生活の実現

コンパクト・プラス・ネットワークの推進

コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けて、立地適正化計画により
都市機能誘導や居住誘導などに係る施策の具体化を図り、計画の実効性を高める

○�広域的な都市機能が集約
し、都市の中心として多様
な世代の交流と安心して暮
らせる中心市街地を構築し
ます。

≪期待される効果≫

にぎわい：多様な世代が住み、働くことで昼間人口を増やし、交流と消費を促す
安　　心：防災・減災対策の取組により、安心・安全に暮らせる市民を増やす
利 便 性：公共交通機関を維持し、地域のライフスタイルに応じた生活を実現する

○�中心市街地と日常生活を支
える地域の拠点が結ばれ、
地域の活性化に貢献する地
域公共交通ネットワークを
構築します。

○�「利便性の高さ」と「災害
リスク」の共存という課題
に取り組み、市民が安心し
て安全に暮らせるまちを目
指します。

既存のポテンシャルを活
かし、多様な世代がにぎ
わう質の高い都市拠点づ
くり
（都市機能誘導）

まちづくり方針①

○維持・誘導する施設数
○低未利用地の割合

【目標指標】

公共交通と生活利便性を
活かし、健康で歩いて暮
らせる居住区域づくり

（居住誘導）

まちづくり方針②

○�居住誘導区域内の人口
密度
○�通勤・通学の公共交通
利用割合

【目標指標】

命と暮らしを守る、安心・
安全を兼ね備えたまちづ
くり

（防災まちづくり）

まちづくり方針③

○�防災訓練・研修等の実
施回数

【目標指標】
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都市機能誘導区域・居住誘導区域

①まちなかエリア【都市機能誘導区域・居住誘導区域（都市拠点）】
都市の中心として、多様な世代が交流するための都市機能を維持・誘導するとともに、重点的
に居住を誘導

②暮らしの重点エリア【居住誘導区域（地域拠点）】
公共交通や生活利便施設を中心に地域の拠点を形成し、重点的に居住を誘導し既存の都市機能
を維持

③暮らしのおすすめエリア【居住誘導区域】
人口が集積し、交通利便性・生活利便性が高い地域として、歩いて暮らすことができる市街地
を形成し、居住を促進

方針

方針

方針

≪区域の設定≫

≪誘導施設≫
　都市機能誘導区域に必要な都市機能を有する施設です。届出制度による対象として誘導する施設と、市
独自の施策・事業により誘導を図る施設に分類し、その維持・誘導を効果的に推進します。

都
市
機
能
誘
導
区
域

■�都市機能誘導区域は、中心市街地と山口大学
医学部周辺、隣接する公共施設用地を考慮し
た区域とします。（下図オレンジ線）

誘導施設

【市独自の施策・事業による誘導施設（届出対象外）】
　○行政機能　　　　　○商業機能（商店街内の店舗等）
　○子育て支援機能　　○起業･創業支援機能
　○交通結節機能

【届出対象施設】

【施設の定義】
・�大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定
する店舗面積1,000㎡を超える施設

ショッピングセンター、スーパー等

【施設の定義】
・�医療法第4条の2に規定する特定機能病院
・�医療法第1条の5第１項に規定する病院の
うち、診療科目に内科・外科・小児科の
いずれかを含むもの

特定機能病院・病院

商業機能

医療機能

5.2 都市機能誘導区域・居住誘導区域・誘導施設
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コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向け、都市機能と居住の誘導に係る施策に取り組みます。

まちなかエリア 暮らしの重点エリア・暮らしのおすすめエリア

都市機能誘導・居住誘導
に係る施策の実施

居住誘導
に係る施策の実施

　都市機能誘導区域（まちなかエリア）では、都市機能誘導に係るまちづくり方針に基づき、市の中心・
顔となる多様な世代が利用する地域として、以下の施策に取り組みます。

まちづくり方針①（都市機能誘導に係る施策）

　居住誘導区域（まちなかエリア、暮らしの重点エリア、暮らしのおすすめエリア）では、居住誘導に係
るまちづくり方針に基づき、居住を進めるため、以下の施策に取り組みます。

まちづくり方針②（居住誘導に係る施策）

質の高い都市基盤づくり施策1

公共交通の利便性向上施策2

イノベーション創出・多世代交流支援施設の整備施策3

多様な世代の交流に対応した民間施設の維持・誘導施策4

既存ストックの有効活用施策5

多様な世代の移住・定住の促進施策1

多様な世代のニーズに対応した居住環境の充実施策2

居住誘導に資する生活機能の立地支援施策4

拠点への重点的な居住誘導施策3

居住誘導に関わる受け皿づくり施策6

誰もが暮らしやすいまちの形成施策7

新たな居住者の誘導施策8

公共交通サービスの向上による利便性の確保施策5

5.3 誘導施策

まちなかエリアのイメージ

暮らしの重点エリアのイメージ

暮らしのおすすめエリアのイメージ
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○ 都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外で下
記の行為を行う場合は、市長への届出が必要です。

○ 同法第108条の2の規定に基づき、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場
合も、市長への届出が必要です。

≪都市機能誘導区域外≫

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
③ 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

≪居住誘導区域外≫

開発行為

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為が1,000㎡以上のもの
③  住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で
行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等）

建築等行為

① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②  人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合
（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等）
③ 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

≪都市機能誘導区域内≫

休廃止 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

■ 届出の時期
　行為等に着手する30日前までに届出を行う。

5.4 届出制度

－ 11 －



６ 防災指針
6.1 防災指針の概要

6.2 防災指針の位置づけ

　防災指針は、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、立地適正化計画における居住や都市機能の促
進と併せて、都市の防災機能を確保するための指針です。
　居住誘導区域内の安全性を高めるために、残存する災害リスクを整理し、可能な限り回避又は低減する
防災・減災対策を計画的に実施します。

6.3 防災まちづくりの方針
　コンパクトなまちづくりを推進するため、「利便性の高さ」と「災害リスク」の共存という課題に取り
組み、市民が安心・安全に暮らせるまちの実現を図ります。

立地適正化計画（居住誘導区域）

防災指針
居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避・低減
させるために必要な防災・減災対策を位置づけた計画

治水対策（市域全体）
流域治水プロジェクト

防災関連計画（市域全体）

国土強靭化地域計画

地域防災計画

まちづくり方針③（防災まちづくりに係る施策）

災害リスクの回避施策1

災害リスクの低減（ハード）施策2

災害リスクの低減（ソフト）施策3

　防災まちづくりに係るまちづくり方針に基づき「災害リスクの回避」と「災害リスクの低減」を基本と
して、以下の施策に取り組みます。

解説
想定最大規模（L2）
ハード整備だけでは対策が困難
ソフト対策が中心
「命を守る」

計画規模（L1）
ハード整備での防災・減災が中心
ソフト対策も組合せ、安全性を高める
「命も暮らしも守る」

（L2）

（L1）

連携

連携
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6.4 防災まちづくりの取組
　災害リスク分析を基に抽出した課題を踏まえ、防災まちづくりに向けた主な取組を示します。

【高潮】
 厚東川の高潮対策

【洪水】
 厚東川の河川改修

【洪水・高潮】
 災害時においても機能
する道路の整備

【洪水】
 中川の河川改修

【高潮】
 江頭川の高潮対策

【内水】
 雨水幹線の整備

【内水】
 雨水ポンプ場の更新
【洪水】
 真締川の河川改修

【大規模盛土】
 経過観察の実施

【共通】災害リスクの回避

● �防災マップ・ハザードマッ
プの普及、啓発

● �災害リスク分析結果の周知
● �届出制度の運用による居住
や都市機能の適切な誘導

など

【共通】災害リスクの低減
　　　 （ハード）
● 土砂災害防止施設の整備
● 排水ポンプ車の配備
● 避難所の環境改善

など

【共通】災害リスクの低減
　　　 （ソフト）
● �災害時の適切な情報収集・
情報伝達

● 避難拠点の確保
● 警戒避難体制の構築
● �地域・住民の防災意識の向
上

� など

－ 13 －



７ 計画の実現に向けて
7.1 特色のあるまちづくり

7.2 持続可能な都市の発展に向けた総合的な取組

　地域の魅力を高め、活力ある地域社会を築いていくために、今ある豊かな自然、美しい景観、歴史や文
化、産業など本市の特色を活かした個性あるまちづくりを進めていくことがますます重要です。
　本市ならではのまちの特色を活かした発展の方向性を見据え、下記の取組を推進します。

人が集い、活力が生まれる
都市拠点づくり

次世代へつながる
戦略的産業振興

若者が輝く
未来共創型まちづくり

（1）共創による都市づくりの推進
（2）関連分野・関係機関との連携による総合的な都市づくりの推進
（3）地区タイプに応じたウェルビーイングな生活空間づくり
（4）都市構造の転換に合わせた都市計画などの見直し
（5）持続的な施策の推進

7.3 目標値と期待される効果

期待される全体の効果

その他の計画
との連携

期待される効果定量的な目標

「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」と思う市民の割合の増加

まちづくり
方針

まちづくり方針①
（都市機能誘導）

まちづくり方針②
（居住誘導）

まちづくり方針③
（防災まちづくり）

既存のポテンシャル
を活かし、多様な世
代がにぎわう質の高
い都市拠点づくり

公共交通と生活利便
性を活かし、健康で
歩いて暮らせる居住
区域づくり

命と暮らしを守る、
安心・安全を兼ね備
えたまちづくり

目標値
● �大規模小売店舗・病
院の施設数

● �空き地などの低未利
用地の面積

● �居住誘導区域内の人
口密度

● �通勤・通学の公共交
通利用割合

● �防災訓練・研修等の
実施回数

効果
● �中心市街地の休日一
日当たり通行者数

● 昼間人口

● �公共交通ネットワー
クの維持

● �地域の防災力（防災
意識・災害への備え
等）向上
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